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亀山市教育委員会１０月定例会会議録 

 

１．日 時  

令和７年１０月２４日（金）午後１時３０分開会 

 

２．場 所 

亀山市役所本庁舎３階 理事者控室  

 

３．出席委員 

教 育 長      中 原   博 

１番委員   大 平 雅 章 

２番委員   吉 岡 洋 子 

３番委員   若 林 喜美代 

４番委員   宮 村 由 久 

 

４．欠席委員 

なし 

 

５．議事参与者 

教育部長                             大 平    守 

教育総務課長（以下総務課長という。）      麻 生 俊 哉 

学校教育課長（以下学校課長という。）      武 居 政 敏 

生涯学習課長（以下生涯課長という。）      落 合   努 

図書館長                    高 重 京 子 

学校教育課主幹（兼）学事教職員グループリーダー（以下学事ＧＬという）    加 藤   剛 

学校教育課主幹（兼）教育支援グループリーダー（以下教支ＧＬという）   北 川 恵美子 

学校教育課主幹（兼）教育研究グループリーダー（以下教研ＧＬという）    小野寺 順 子 

教育総務課主幹（兼）教育総務グループリーダー(書記）（以下総務ＧＬという。） 中 野 貴 晶 

教育総務課教育総務グループ主任主事       岩 谷 千 夏 
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６．会議録署名者指名 

   ３番委員（ 若 林 喜美代 委員 ） 

   ４番委員（ 宮 村 由 久 委員 ） 

 

７．会議録の承認 

   ９月定例会 

 

８．教育長報告 

教育長 

宮村委員 

教育長 

 

 

総務課長 

 

 

 

宮村委員 

総務課長 

宮村委員 

総務課長 

宮村委員 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

宮村委員 

 

 

（令和７年１０月定例会教育長報告に基づき報告） 

先ほどの給食費について、相手方とは誰を指すのか。 

給食費を決定するのは教育委員会であるため、亀山市学校給食

協会の方から値上げに関する意見書が提出されたということであ

る。 

 給食費は教育委員会規則の中で定められています。米価も食材

費も高騰している中で、亀山市学校給食協会から、現行の給食の

水準を維持していくのには、今の給食費のままでは非常に厳しい

状況であるという意見を以前からもいただいていました。 

 亀山市学校給食協会はどのようなメンバー構成か。 

 小中学校長及び栄養教諭です。 

 当事者側のものであり、保護者等は入っていないのか。 

入っていません。 

１月には２０円上がるが、交付金を活用するため、保護者負担

はない、また２段階でということで、４月に再度上がるが、ここ

の部分は保護者の負担も生じてくる可能性があるという理解でい

いのか。 

一部交付金を活用し、保護者負担の軽減を図っているところで

すが、現状、来年度にその交付金が活用できるかどうかは不透明

な状況です。もし活用できなければ、現状の月額４００円の交付

金活用部分も併せて保護者負担となるということです。 

そのような懸念事項も含めて保護者に周知していくといくこと

か。 
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総務課長 

 

 

教育長 

 

吉岡委員 

教育長 

 

 

 

そのとおりです。交付金については、１２月市議会への提案を

予定していますので、次回の教育委員会会議の中で内容をお示し

させていただきたいと思います。 

亀山市学校給食協会からの意見書もいただいているため、参考

に配布させていただく。 

菰野町の教育長が来庁された目的は何か。 

北口教育長が９月３０日で退任され、１０月１日から新たに内

田教育長が就任されたため、あいさつにお越しいただいたもので

ある。体育館の空調設備の設置や給食等、様々な意見交換を行っ

た。 

  

９．議案  

教育長 

教育部長 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

教育部長 

 

 

 

 

議案第５１号「人事案件について」事務局の説明を求める。 

議案第５１号については、人事案件でございますので、公開・

非公開についてお諮り願います。 

議案第５１号については、人事に関する事件であるため、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書き

の規定に基づき、各委員に諮る。非公開とする委員は挙手をお願

いします。     

【各委員挙手】 

全員非公開に賛成のため、議案第５１号「人事案件について」

は非公開とする。 

（関係職員以外は退室） 

 《非公開》 

（議案第５１号は可決される。） 

（退室した職員入室） 

 

議案第５２号「亀山市学校教育ビジョン改定委員会委員の委嘱

及び任命について」事務局の説明を求める。 

議案第５２号「亀山市学校教育ビジョン改定委員会委員の委嘱

及び任命について」であります。提案理由としましては、亀山市学

校教育ビジョンの改定にあたり、亀山市学校教育ビジョン改定委員

会要綱第３条第２項の規定に基づき、別紙名簿の者を令和７年１０

月２４日付で亀山市学校教育ビジョン改定委員会委員に委嘱又は
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大平委員 

 

学校課長 

 

任命することについて、委員の議決を求めるものです。詳細につき

ましては学校課長より説明いたします。 

（資料に基づき説明） 

公募により委員に委嘱される方がいるが、公募は何名程度あった

のか。 

公募は１名であり、面接等を実施し、委員に相応しい方と判断

し、提案させていただいています。 

（異議はなく、議案第５２号は可決される。） 

 

１０．報告事項  

教育長 

 

 

 

教育長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

報告事項１「生徒指導について」説明を求める。 

（学校課長詳細説明）  

（質問はなく、報告を終わる。） 

 

報告事項２「図書館利用状況について」説明を求める。 

（図書館長詳細説明） 

新しい図書館が開館し、まもなく３年が経過しようとしてい

る。これまで、利用状況として定例会で事務局から毎月報告をい

ただいているが、ある程度落ち着いた状況でもあるため、一旦区

切りとしてもいいかと考えている。もちろん事務局では、データ

を引き続き追っていくことは継続するが、何か特異な数字や事例

があった場合に報告を受けたいと考えている。このような主旨か

ら、毎月の報告事項から除くことについて、また次回にでもご意

見を伺いたい。 

（質問はなく、報告を終わる。） 

 

報告事項３「教育委員会行事及び予定について」説明を求め

る。 

（総務課長、学校課長、生涯学習課長、図書館長詳細説明） 

（質問はなく、報告を終わる。） 

 

報告事項４「後援事業について」資料確認 
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１１．その他  

総務課長 １～３月教育委員会会議の日程について 

 

１２．閉会 

   午後 時 分 

  

 

 

 

以上会議の顛末を記録し、下記のとおり署名する。 

 

教育長 

 

 

３番委員 

 

 

４番委員 


